
食肉販売業（第３号関係）

改正後の変更点・主な留意点

食肉を容器包装に入れられた（※）状態で仕入れ、そのまま販売する行為については、食品本体に触れる
行為が伴わないことから、食品衛生上のリスクが高くはないため、本号の対象外（営業届出の対象）とした。
食肉販売業の許可を受けた施設で未加熱のとんかつ、メンチカツ、コロッケ等の半製品を調整する場合は、
飲食店営業の許可を要しないが、これら半製品を調理し、完成品を調理販売する場合は、簡易な飲食店
営業の許可を要することする。このとき、汚染の可能性のある食肉を取り扱う区域と完成品であるそうざい
等を取り扱う区域で交差汚染や二次汚染が起こらないよう、設備の区分使用や器具の洗浄消毒等、衛生
管理を徹底させること。

※ 「容器包装に入れられた」状態のみが営業届出の対象となり、「容器包装に包まれた」状態は本号の許
可の対象となる。なお、「食品を入れる」とは、箱状、筒状あるいは袋状のものに食品を収容することであ
り、「食品を包む」とは紙や布などの平面的なもので食品をおおうことを指している。
合成樹脂などを用いて外部からの汚染を防止するための遮蔽性を確保した状態で食肉を取り扱うもの
を想定しており、例えば、加工紙やアルミホイルなどに覆われた程度の遮蔽性が十分に確保されていな
い簡易な包装で取り扱うことを想定しているものではないこと。ただし、例えば、容器と包装を組み合わせ
た入れ物（発泡スチロールのトレーとラップ等）に食肉を収納する形態については、「容器包装に入れら
れた」として取り扱うこと。

鳥獣の生肉（骨及び臓器を含む。）を販売する営業であり、食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入
れ、そのままの状態で販売するものを除くこと。
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